
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２層よりなる多重布帛を形成し、前記多重布帛の一方の層を布製品の一方側
面、多重布帛の他方の層を布製品の他方側面とし、布製品の輪郭線に沿って前記一方の層
及び前記他方の層を接結し、前記輪郭線に沿って少なくとも一部の接結部は残して布帛を
切断し、対向側面同士が接結部により接続された布製品を形成する方法において、多重布
帛の形成の際に、布製品の一方及び他方の側面となる多重布帛の層同士は適宜の間隔をお
いた部位において付加的に接結 、
多重布帛の形成の形成後に布製品における少なくとも一部分における少なくとも片面にお
いて前記多重布帛に表面熱成形処理を施し、その後に付加的接結部を構成する少なくとも
一部の糸条を除去する

ることを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の発明において、付加的接結部を構成する前記少なくとも一部の糸条は
水溶性若しくは溶解性であり、多重布帛の形成後に溶解除去することを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の発明において付加的接結部を構成する糸条は破断容易糸であり、多重
布帛の形成後に破断除去することを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の発明において、布帛を構成する少なくとも一部の糸条は熱可塑性であ
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させることにより多重布帛の上下層を仮想的に一体化し

ことにより布製品の輪郭線に沿った接結部を除いて布製品の一方及
び他方の側面となる多重布帛の層同士を分離させ



り、熱溶着による散開的な点接結が行われていることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の発明において、前記多重布帛を構成する一部の
糸条として残余の糸条より熱成形性の良好な糸条を使用することを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の発明において、熱成形性の良好な糸条は多重布帛における最表層を構
成するようにされることを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の発明において表面熱成形処理はプリーツ処理で
あることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１から６のいずれか一項に記載の発明において表面熱成形処理はエンボス処理で
あることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は多重布帛より布製品を実質的に無縫製にて衣類などの布製品を切り出しにより
形成する方法に関し、特に、この種の布製品であってプリーツやエンボスなどの熱成形処
理を施したものの成形方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
多重布帛より布製品を実質的に無縫製にて形成する方法については本発明者が既に提案し
ている。たとえば、特開 2001-115357号公報では２重織などの多重織組織にてジャガード
により織布を形成し、その際、衣類の輪郭線に沿って２重組織における上下層を接結して
おき、織布を輪郭線に沿って切断することにより織布上下層により構成される前身頃と後
身頃とが接結部により接続された衣類を得ている。
【０００３】
また、本発明者は特開 2001-115365号公報では内周及び外周にジャガード選針機構を有し
た丸編機を使用して内、外２層の筒状編布をそれぞれダイヤル針、シリンダ針単独により
形成し、そして、衣類の輪郭線に沿ってダイヤル針とシリンダ針とを使用した組織により
編成を行うことにより内外２層の筒状編布を衣類の輪郭線に沿って接結し、編布を輪郭線
に沿って切断することにより内外層により構成される前身頃と後身頃とが接結部により接
続された衣類を得ている。
【０００４】
また、特開 2001-115358号公報には多重織、又は丸編組織による前記技術に加えて、縦編
組織によって上下２層間を衣類の輪郭線に沿って接結し、編成後に輪郭線に沿って編布を
切断し、前身頃と後身頃とが接結部により接続されてなる衣類も開示されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
布製品に折り目を付与する技術としてプリーツ処理やエンボス処理は従来から行われてい
る。プリーツ処理としては羊毛製品の場合は架橋剤を付与後に熱セットを行う所謂シロセ
ット加工が行われ、合繊繊維を素材とする布製品の場合は合成繊維を加熱下で折り目を付
与し、その熱可塑性によって恒久的なプリーツを得るものである。従来は布製品にプリー
ツを付与する場合、縫製後に行っていた。即ち、織布若しくは編布を型紙によって前身頃
や後身頃に切断後に縫製して衣類とし、その後プリーツ機にかけることによって衣類への
プリーツの賦与を行っていた。そして、縫製により衣類とした後のプリーツ賦与は特に縫
製部分において困難であるという問題点があった。即ち、縫製部分では布の厚みが大きく
なり、折り目が付け難くなるからである。また、ポリエステルなどの化合繊の場合はその
熱可塑性を利用したプリーツやエンボス付与が最近広く行われるようになってきている。
【０００６】
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この発明は、特開 2001-115357号や特開 2001-115365号公報に開示された多重組織の布帛よ
り実質的に無縫製で衣類などを切り出す場合に適した熱成形加工方法を提供することを目
的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載の発明によれば、少なくとも２層よりなる多重布帛を形成し、前記多重
布帛の一方の層を布製品の一方側面、多重布帛の他方の層を布製品の他方側面とし、布製
品の輪郭線に沿って前記一方の層及び前記他方の層を接結し、前記輪郭線に沿って少なく
とも一部の接結部は残して布帛を切断し、対向側面同士が接結部により接続された布製品
を形成する方法において、多重布帛の形成の際に、布製品の一方及び他方の側面となる多
重布帛の層同士は適宜の間隔をおいた部位において付加的に接結

、多重布帛の形成の形成後に布製品における少なくとも一
部分における少なくとも片面において前記多重布帛に表面熱成形処理を施し、その後に付
加的接結部を構成する少なくとも一部の糸条を除去する

ること
を特徴とする方法が提供される。
【０００８】
　　請求項１の発明の作用・効果を説明すると、多重布帛は基本的には上下独立層になる
ように織製若しくは編成され、その織製若しくは編成の際に、多重布帛の一方の層は衣類
などの布製品の一方側面（例えば前身頃）となり、多重布帛の他方の層は衣類などの布製
品の他方側面（例えば後身頃）となるようにされる。そして、布製品の輪郭線にそって多
重布帛を切り出すことにより上下側面がその外周において接結部によって接結された布製
品を得ている。そして、このように織製若しくは編成された布帛又は布帛より切り出され
た布製品はプリーツやエンボスなどの熱成形処理の供される。プリーツ処理は布帛を構成
する糸条が合成繊維を素材とするものであれば、布帛は電熱加熱されたナイフエッジを布
帛に押し付け、その熱可塑性を利用して，恒久的な折り目を付すことにより実施される。
布帛の状態では上下層はピンと張られているため、良好なプリーツを付与することができ
る。また、接結部にもプリーツを付与することができ、接結部を構成する糸条の交絡が良
好となり、布帛から衣類などの布製品へ切り出し後における接結部での糸の解れを防止す
ることができる。即ち、接結部は上下層は一体化されているため、相対的に薄くなってい
るため、折り目が付けやすく、プリーツ製が良好となるのである。エンボスにおいては加
熱部に応じた凹凸形状が布帛面上に付与される。

【０００９】
請求項１の発明において、プリーツ加工などの熱成形加工は布帛若しくは布帛から切り出
された後の布製品の片面、若しくは両面に施すことができる。また、布帛若しくは布帛か
ら切り出された後の布製品の一部に熱成形加工を施すことができる。
【００１０】
請求項１の発明として熱成形加工としては上記のような電熱によるものが一般的であり、
この場合の布帛を構成する糸条としては合成繊維のような熱可塑性プラスチックを素材と
するものを少なくとも一部含んでいる必要がある。しかしながら、綿１００％のような非
熱可塑性の素材の糸条であっても表面に熱可塑性素材をコーティング若しくは含浸させ、
擬似的に熱可塑性とすることにより電熱式の熱成形加工加工を施すことは可能である。
【００１３】
　請求項 に記載の発明によれば、請求項 に記載の発明において、付加的接結部を構成
する前記少なくとも一部の糸条は水溶性若しくは溶解性であり、多重布帛の形成後に溶解
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させることにより多重布
帛の上下層を仮想的に一体化し

ことにより布製品の輪郭線に沿っ
た接結部を除いて布製品の一方及び他方の側面となる多重布帛の層同士を分離させ

多重布帛に織製若しくは編成時に布製品
の一方及び他方の側面となる多重布帛の層同士は適宜の間隔をおいた部位において付加的
に接結されているため、上下層は擬似的な上下一体状態を呈し、巻取や延反時の皺の発生
がなく、布帛に対するプリーツやエンボスの付与が良好に行われ、布帛への織製若しくは
編成後に付加的接結部を構成する糸条を除去を除去することにより上下層が分離され、衣
類等の布製品とすることができる。

２ １



除去することを特徴とする方法が提供される。
【００１４】
　　請求項 の発明の作用・効果を説明すると、付加的接結部を構成する少なくとも一部
の糸条は例えば水溶性ビニロンなどの水溶性であるため、布帛に織製若しくは編成後の処
理によって付加的接結部を構成する糸条の除去を極めて簡単に行うことができる。また、
糸条は水溶性でなくても溶解性とすることにより後工程において溶媒に浸漬することによ
り除去することが可能である。
【００１５】
　請求項 に記載の発明によれば、請求項 に記載の発明において付加的接結部を構成す
る糸条は破断容易糸であり、多重布帛の形成後に破断除去することを特徴とする方法が提
供される。
【００１６】
　　請求項 の発明の作用・効果を説明すると、付加的接結部（散開状点接結部）の織製
若しくは編製のためしつけ糸などの破断容易糸を使用することにより、織製若しくは編製
後に軽く引っ張るだけで破断せしめ、仮の１重組織状態を解除し、本来の多重組織に復帰
させることができる。
【００１７】
　　請求項 に記載の発明によれば、請求項 に記載の発明において、布帛を構成する少
なくとも一部の糸条は熱可塑性であり、熱溶着による散開的な点接結が行われていること
を特徴とする方法が提供される。
【００１８】
　請求項 の発明の作用・効果を説明すると、多重布帛の上下層間は熱溶着により行われ
る。即ち、布帛を構成する糸条は少なくとも一部が熱可塑性素材を含む合成繊維糸条であ
り、レーザ光や高周波や超音波により部分的溶融接着され、これにより散開状の点接結部
を構成し、織り上がり状態では仮の１重組織を構成することができる。レーザ光や高周波
や超音波により部分的溶融接着は極小の部分にて行われているためプリーツ加工後に布帛
の上下層を軽く引っ張ることにより接結状態は解除され、布帛を上下層に分離し、衣類の
場合は前身頃と後身頃とを本来の状態に分離することができる。
【００１９】
　請求項 に記載の発明によれば、請求項１から のいずれか一項に記載の発明において
、前記多重布帛を構成する一部の糸条として残余の糸条より熱成形性の良好な糸条を使用
することを特徴とする方法が提供される。
【００２０】
　請求項 の発明の作用・効果を説明すると、多重布帛を構成する糸条はその熱成形性が
良好な素材のもの（例えば合成繊維糸）と不良なもの（例えば綿糸）とが混在している。
例えば、要プリーツ部分のみに合成繊維糸を使用することにより部分的なプリーツ付与を
簡便に行うことができる。そして、布帛の幅方向若しくは長さ方向に合成繊維糸と綿糸と
の割合を段階的に変えてゆくことによりグラデーション的なプリーツ効果を得ることも可
能である。
【００２１】
　請求項 に記載の発明によれば、請求項 に記載の発明において、熱成形性の良好な糸
条は多重布帛における最表層を構成するようにされることを特徴とする方法が提供される
。
【００２２】
　請求項 の発明の作用・効果を説明すると、熱成形性の良好な糸条を多重布帛の最上層
に使用することにより効率的なプリーツやエンボス付与を行うことができる。例えば、多
重布帛を４重組織により構成し、４重組織における第１及び第２層を前前身頃、第３及び
第４層を後身頃に構成し、この場合の第１層及び第４層が衣類の最外層とした場合、この
第１層及び第４層を構成する糸条を合成繊維とする。これにより第１層及び第４層に良好
なプリーツやエンボスを付与することができる。
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【００２３】
【発明の実施の形態】
次に、この発明の実施形態を説明すると、図１はこの発明の実施である織布１０を上面よ
り見て示す該略図であり、緯糸方向はｘ、縦糸方向はｙ、にて表示される。織布はこの実
施形態では２重織組織（２重織より層数の多い多重組織もこの発明に包含される）である
。即ち、図１の紙面上に表示されたものを表の織布面とすればその下側にもう一つの織布
面が具備されている。即ち、図２において１２は上側の織布面、１４は下側の織布面を模
式的に示しており、上側の織布面は経糸１２Ａ及び緯糸１２Ｂとから構成され、下側の織
布面は経糸１４Ａ及び緯糸１４Ｂとから構成される。二重組織は織耳で上下面 12, 14が分
離したとなった通常の２重織でも織耳が上下面 12, 14で袋形状に連なった所謂袋織組織で
もいずれでもよい。
【００２４】
ここに説明の実施形態では二重組織における、上側の織布面１２にジャケットの前身頃１
６を構成し、下側の織布面１４にジャケットの後身頃（下側織布面において前身頃１６に
対向するように形成される）を構成している。上側の組織面１２と下側の組織面１４とは
ジャケットの輪郭線に沿って接結部１８にて接結されている。この接結部１８は図１で 18
-1, 18-2, 18-3の各部により構成される。即ち、 18-1は衣服における襟から上側の袖口ま
でのライン、 18-2は脇の下から下側の袖口までのライン、 18-3は脇の下から裾までのライ
ンに沿っている。
【００２５】
接結部 18-1, 18-2, 18-3の組織は図２の例では接結部はオックスフォード組織となってい
る。オックスフォード組織は織物組織分類上は一重織であり、複数本の経糸及び緯糸を引
き揃え平織組織などに製織したものであり、柔軟性が高いという点で接結部として適した
ものである。即ち、接結部 18-1(18-2, 18-3)では上下の経糸 12A, 14A及び上下の緯糸 12B,
 14Bは夫々引き揃えられ、製織されている。そのため、前身頃１６及び後身頃の縁部とな
るこれらの接結部 18-1, 18-2, 18-3では二重織の上下の組織は一体となり、接合状態とな
っている。
【００２６】
図１においてジャケットの輪郭線に沿った接結部 18-1, 18-2, 18-3は織布１０の実質的に
全幅において横糸方向及び縦糸方向のいずれとも平行しない方向に走行している。そのた
め、織布１０の織製に織布の実質的に全幅において縦糸一本一本の開口制御が可能な開口
装置が必要であり、そのためはジャカードが事実上必須である。
【００２７】
また、図１において前身頃１６及び後身頃を構成する部位を中心に織布の上下層 12, 14は
散会的に分布された接結部２５により接結される。このような散会的に分布された接結部
２５を図１では●印によって表示し、接結部を構成する緯糸を破線ａにて示し縦糸を破線
bにて示している。即ち、この実施例では接結部２５を構成する緯糸 12B, 14Bは、図３に
示すようにひき揃えられ、同じくひき揃えられた縦糸 12A, 12Bと交錯されており、そのた
め接結部２５において上下層 12, 14は一体化され、一枚の層を形成している。すなわち、
接結部２５は織物構造的には図３の衣類外径線の部位と同様なオックスフォード組織を呈
している。このこのような散開的な点状接結部２５により、織布は織り上げた状態では上
下層 12, 14、即ち、前身頃及び後身頃は相互に固定されており、プリーツ加工において前
身頃及び後身頃となる織布の部位に良好なプリーツ加工を付すことができる。そして、接
結部２５における緯糸 12B, 14Bは除去可能であり、例えば、接結部２５を構成する緯糸は
水溶性ビニロンなどの水溶糸により構成され、プリーツ加工後における浸漬処理により水
溶糸は除去され、その結果上下層 12, 14は衣類の前身頃と後身頃として分離されることに
なる。接結部２５を構成する糸は全てが水溶性若しくは溶解性でなくてもよいがこの場合
において水溶性若しくは溶解性でない糸に色糸を使用することができる。即ち、水溶性糸
若しくは溶解性糸は透明であったり白濁しているものが多いが色糸とすることにより、作
業確認（点接結糸の除去の確認など）が容易となる。
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【００２８】
図１～図３に示した、衣類の外径線に沿った上下層の接結パターンを有した織布は衣類へ
の切り出しに先立ってプリーツ機によるプリーツ処理を受ける。図４はプリーツ機の原理
的構成を示しており、織り上げ後の織布（この発明の実施形態ではジャケットの輪郭線に
沿った接結部を繰り返した２重織布である）は供給側ロール３０として巻き取られており
、巻取側ロール３２によりロール状に巻き取られるようにされる。供給側ロール３０から
引き出された織布の上下面に対向するように下端が尖ったブレード状のプリーツ付与具３
４と受具３６とがそれぞれ設置される。プリーツ付与具３４と受具３６とは内部に電気ヒ
ータを備えており、織布をはさんでプリーツ付与具３４と受具３６とは当接せしめられ、
織布に加熱下で折り目を賦与し、織布を構成する糸の熱可塑性により恒久的なプリーツを
形成することができる。即ち、織布は間歇的な送りを与えつつ、その停止の間にプリーツ
付与具３４と受具３６の合体方向への運動及びそれに引き続く分離方向への一連の運動が
実施され、織布の幅方向に間隔をおいて折り目が賦与され、これがプリーツとなる。即ち
、図５において３８はプリーツ機により織布に形成された一連の幅方向の折り目を示して
おり、この実施形態では一連の折り目は織布における接結パターンとしてのジャケット前
身頃及び後身頃となる部分に形成されており、織布から切り出されたジャケットの上下方
向のプリーツが賦与されることになる。そして、織布を構成する上下層は少なくともプリ
ーツを受ける部位において図１に●印で示すように散開的な仮接結２５がされており、こ
のような散開的な仮接結により織布１０の上下層 12, 14は仮想的に一体となり、布地の歪
みが少ないため織布に良好なプリーツを賦与することができる。尚、散開的な仮接結部２
５は織布１０の全体に分布させるようにしてもよい。そして、プリーツは衣類の適当な部
分にかけることができるし、必要あれば全面にプリーツをかけるようにすることもできる
。
【００２９】
プリーツ加工の温度としてはポリエステルの場合は１８０～２００℃が好適である。
【００３０】
プリーツ付与時に必要あればプリーツ付与具３４と織布１０との間に緩衝用の紙を挟むよ
うにしても良い。
【００３１】
以上説明したように２重織組織で織製した織布１０の上下面 12, 14はジャケットの輪郭線
に沿って接結部 18-1, 18-2, 18-3にて連結されている。即ち、ジャケットの輪郭線の部位
のみ１重組織となっており、ジャケットの輪郭線に沿って接結部 18-1, 18-2, 18-3を少な
くとも一部残して織布１０を切断することにより上下の身頃がその周縁部に沿って接続さ
れたジャケットを切り出すことができる。即ち、織布１０からの切り出しだけであるにも
関わらず、そのままジャケットを得ることができ、縫製は必ずしも必要がない。また、２
０のネックホール、２２の袖口、２４の裾については基本的には接結されていないため、
ライン 20, 22, 24に沿って織布１０を切断することによってそのままネックホール、袖口
、裾が形成されることになる。
【００３２】
そしてこの発明の実施形態においては衣類への切り出しに先立って織布はプリーツ機を通
されているため所望の部位にプリーツを施した衣類を得ることができる。この発明では織
布の状態でプリーツ機を通すことにより効率的なプリーツ処理を行うことができる。また
、衣類の輪郭線を構成する接結部 18-1, 18-2, 18-3の部位までプリーツをかけることによ
り、接結部 18-1, 18-2, 18-3の上下層の糸の交絡が大きくなり、織布から衣類に切り出し
たときの糸の解れが起こり難いという副次的な効果がある。また、通常の衣類では縫製後
のプリーツをかけるがその際縫製部分は肉厚となるためプリーツがかかり難いがこの発明
では接結部 18-1, 18-2, 18-3は一層であるため、身頃の部位 12, 14と同様に綺麗なプリー
ツを賦与することができる効果がある。
【００３３】
以上の説明において、織布１０の糸使いとしてポリエステルのようなプリーツ性の良好な
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素材のみでなく、綿糸のようなプリーツがかかり難い糸を混在させることができる。そし
て、織布におけるそれぞれの層間でプリーツ性を異なったものを主として使用することに
より所望の層のみにプリーツを強くかけることができる。例えば、織布１０を４重組織に
より構成し、この場合、４重組織における上側２層により衣類の前身頃、下側２層により
衣類の後身頃を構成することができる。即ち、上下層それぞれが多重組織となる。そして
、最表層はポリエステル糸主体に織製するため、最表層にプリーツを強くかけることがで
きる。
【００３４】
糸使いとして、また、ポリエステルなどの先染め糸を使用することも可能である。そして
、ポリエステルを芯糸とするコアヤーンを使用することも可能である。この場合、外層糸
は必ずしも熱可塑性を必要とせずポリエステル芯糸に綿糸をラッピングしたものを使用可
能である。ポリエステル以外のナイロン、レーヨン、ジアセテート、アクリロニトリルな
どの合成繊維はプリーツ性は良好ではないが、適当な比率でのポリエステルとの混織によ
り所期のプリーツ性を得ることができ、また独特な風合いを得ることができる。
【００３５】
以上の説明において、織布１０における織組織については具体的に説明していないが、織
組織を適宜選択することにより織布の各部間でのプリーツの強弱を付与する工夫も可能で
ある。例えば、ポリエステル糸を経糸とし、綿糸を緯糸として混織し、強いプリーツが必
要な部位では４／１斜紋のようなポリエステルが主として浮く組織とし、強いプリーツが
必要でない部分では１／４斜紋のような綿糸が主として浮く組織とする。そのため、プリ
ーツ機に掛けた場合にポリエステルが主として浮く組織にはプリーツがかかり、綿糸が主
として浮く組織にはプリーツがかからず、部分的にプリーツを付与することができる。ま
た、織布の横糸方向若しくは経糸方向に段階的に組織を変化させてゆくことにより、グラ
デーション的にプリーツ効果を付与することも可能である
【００３６】
織製時において上下層にはその全面にわたって散開的な接結が●のように施されており、
これは上述のように巻取時や延反時の皺の発生を防止し、プリーツ加工性を高めることを
狙ったものであるが、この接結部２５を構成する緯糸は水溶糸にて形成されているため、
溶融除去されうるため、最終的な衣類の状態では上下層（前身頃及び後身頃）が完全に分
離された衣類を提供することが可能となる。
【００３７】
水溶糸の溶解温度は湿式の後工程（例えば染色工程）との関連で適宜設定することができ
る。即ち、布帛１０の状態で染色する場合、上下層 10, 12が散開的点状接結部２５で接結
されたままの擬似的１重組織状態を維持することが布帛への皺の防止やテンション管理の
観点から好ましい。他方、染色工程の方式によって温度は 120℃付近の高圧染色や、 60℃
付近の低圧染色などいろいろな方式がある。そこで、湿式処理時の水温に合った溶解温度
の水溶性糸により接結部２５を織製若しくは編製する必要がある。
【００３８】
この発明の別実施形態としては水溶糸を使用する代わりに仮接結部２５を構成する緯糸若
しくは経糸をしつけ糸とすることができる。即ち、この実施形態において仮接結部２５を
構成する縦糸若しくは緯糸にしつけ糸を使用し、織製を行う。そして、プリーツ加工やそ
の後の染色工程実施後にしつけ糸を引っ張ることにより破断するようにする。これにより
、上下層 12, 14が分離した本来の状態に復帰させることができる。また、実施形態のよう
に織布や編布中に織り込んだり編み込んだりする代わりにミシンや手縫いにより散開的な
点接結２５を構成してもよい。このミシン若しくは手縫いの散開的接結部２５の糸はプリ
ーツ加工後に除去することになる。
【００３９】
また、散開的な点接結部２５を構成するため織布１０が少なくとも一部において合成繊維
糸のような熱可塑性素材を含んでいる場合はレーザ光や高周波や超音波による溶着を使用
することも可能である。即ち、織布１０における間隔をおいた部位においてレーザ光や高
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周波や超音波を作用させることにより上下層 12, 14は散開的な点状部位において相互に溶
着され、擬似的な１重組織を維持し、良好なプリーツを付すことができる。
【００４０】
図１及び図２に示される実施形態は織布（２重織）でのこの発明の応用を示しているが、
この発明は特開 2001-115365号公報におけるダブルジャカードの丸編機による無縫製衣類
における切り出し部の糸のほつれ防止にも適している。即ち、丸編機を使用した場合は、
同特許公報に記載のようにダイヤル針により平編組織などで内周の編成、シリンダ針によ
り平編などで外周の編成が行われ、衣類の輪郭線に沿った接結部ではダイヤル針及びシリ
ンダ針の双方を使用した組織（ゴム編など）による編成が行われる。そして、第１の実施
形態と同様に衣類の外径線に沿って接結部を残して編布が切断され、編布より実質的に無
縫製で衣類を切り出すことができる。
【００４１】
このような丸編機による無縫製の衣類でも織布について説明したと同様にプリーツ機を通
すことにより折り目を付与し、織布から切断されたとき、身頃などの適宜の部位にプリー
ツを形成した衣類を実質的に無縫製にて得ることができる。
【００４２】
以上の実施形態ではプリーツの賦与は織布又は編布の状態において行われているが、この
発明は織布又は編布より衣類に切り出し後にプリーツを賦与することも含む。前身頃や後
身頃に切り出し後縫製する通常の衣類にプリーツを賦与する場合、縫製部の厚みが大きい
ためプリーツがかかり難い問題があったが、この発明では縫製部分は接結部のみで構成さ
れるため、通常の縫製部分に比較して折り目がつきやすく良好なプリーツを得ることする
ことができる。
【００４３】
この発明は織布や丸編に限らず縦編や緯編でも採用可能である。即ち、縦編や緯編におい
ても図１と接結部２５と同様編布の全面において散開的な点接結部を設けることにより擬
似的な１重組織とし、皺発生やテンション斑の対策とすることが好ましい。縦編組織の場
合は点接結のためバックヤーンのいずれかに潜在若しくは顕在巻縮加工糸を挿入する。ま
た、よこ編の場合は点接結部における必要な本数の経糸を潜在若しくは顕在巻縮加工糸と
し点接結を行わせるようにすることができる。
【００４４】
尚、衣類への切断後の接結部をヒートカットにより切りそろえることにより切断部が部分
的に溶融し相互に固着下されるため切断部の糸のほつれに対し有効な対策となる。
【００４５】
以上の実施形態はプリーツ加工に関連して説明されているが、この発明はプリーツ加工以
外のエンボスなどの熱成形加工にもついて応用可能である。即ち、エンボスにおいても多
重組織の上下層が分離したこの発明では布帛の巻取時や延反時に皺が生じテンション斑に
なりやすく、エンボス加工が良好に行い得ない恐れがあるが、この発明の実施形態により
図１のような擬似的１重組織化され皺やテンション斑の発生を防止し、布帛や布製品への
良好な熱成形処理を付すことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１はこの発明の実施である２重織組織の織布の概略的平面図である。
【図２】図２は図１の II－ II線に沿った矢視断面であり、接結部における縦糸及び緯糸の
配置を模式的に示している。
【図３】図３は図１の III－ III線に沿った矢視断面であり、仮接結部における縦糸及び緯
糸の配置を模式的に示している。
【図４】図４はプリーツ機によるプリーツ賦与を概略的に示す図である。
【図５】図５は図４のプリーツ機に織布に賦与されるプリーツを模式的に示す図である。
【符号の説明】
１０…織布
１２…上側の織布面
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１４…下側の織布面
１６…前身頃
１８…衣類外形線に沿った接結部
２５…散開的接結部
３０…供給側ロール
３４…プリーツ付与具
３６…受具
３８…折り目

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(10) JP 3845793 B2 2006.11.15



フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
                        Ｄ０３ＤＤ０３ＤＤ０３ＤＤ０３ＤＤ０３ＤＤ０３ＤＤ０３ＤＤ０３Ｄ  15/06     (2006.01)  15/06     (2006.01)  15/06     (2006.01)  15/06     (2006.01)  15/06     (2006.01)  15/06     (2006.01)  15/06     (2006.01)  15/06     (2006.01)           Ｄ０３Ｄ   1/04    　　　　          　　　　　
                        Ｄ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４Ｂ   1/00     (2006.01)   1/00     (2006.01)   1/00     (2006.01)   1/00     (2006.01)   1/00     (2006.01)   1/00     (2006.01)   1/00     (2006.01)   1/00     (2006.01)           Ｄ０３Ｄ  15/00    　　　Ｇ          　　　　　
                        Ｄ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４Ｂ   1/16     (2006.01)   1/16     (2006.01)   1/16     (2006.01)   1/16     (2006.01)   1/16     (2006.01)   1/16     (2006.01)   1/16     (2006.01)   1/16     (2006.01)           Ｄ０３Ｄ  15/00    　　　Ｈ          　　　　　
                        Ｄ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４Ｂ   1/24     (2006.01)   1/24     (2006.01)   1/24     (2006.01)   1/24     (2006.01)   1/24     (2006.01)   1/24     (2006.01)   1/24     (2006.01)   1/24     (2006.01)           Ｄ０３Ｄ  15/06    　　　　          　　　　　
                        Ｄ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４Ｂ  21/00     (2006.01)  21/00     (2006.01)  21/00     (2006.01)  21/00     (2006.01)  21/00     (2006.01)  21/00     (2006.01)  21/00     (2006.01)  21/00     (2006.01)           Ｄ０４Ｂ   1/00    　　　Ｂ          　　　　　
                        Ｄ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４ＢＤ０４Ｂ  21/14     (2006.01)  21/14     (2006.01)  21/14     (2006.01)  21/14     (2006.01)  21/14     (2006.01)  21/14     (2006.01)  21/14     (2006.01)  21/14     (2006.01)           Ｄ０４Ｂ   1/16    　　　　          　　　　　
                        Ｄ０６ＣＤ０６ＣＤ０６ＣＤ０６ＣＤ０６ＣＤ０６ＣＤ０６ＣＤ０６Ｃ  23/04     (2006.01)  23/04     (2006.01)  23/04     (2006.01)  23/04     (2006.01)  23/04     (2006.01)  23/04     (2006.01)  23/04     (2006.01)  23/04     (2006.01)           Ｄ０４Ｂ   1/24    　　　　          　　　　　
                        Ｄ０６ＪＤ０６ＪＤ０６ＪＤ０６ＪＤ０６ＪＤ０６ＪＤ０６ＪＤ０６Ｊ   1/00     (2006.01)   1/00     (2006.01)   1/00     (2006.01)   1/00     (2006.01)   1/00     (2006.01)   1/00     (2006.01)   1/00     (2006.01)   1/00     (2006.01)           Ｄ０４Ｂ  21/00    　　　Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｄ０４Ｂ  21/14    　　　Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｄ０６Ｃ  23/04    　　　Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｄ０６Ｊ   1/00    　　　　          　　　　　

    審査官  穴吹　智子

(56)参考文献  特開２００１－１１５３５７（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－１５８５７７（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６３－２９５７３８（ＪＰ，Ａ）
              登録実用新案第３０７０７９１（ＪＰ，Ｕ）
              特開昭５７－１１２４６８（ＪＰ，Ａ）
              特開平０２－１１２４３５（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              D03D  1/00～27/18
              D06C  3/00～29/00
              D06J  1/00～1/12

(11) JP 3845793 B2 2006.11.15


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

